
証券コード　7227
平成30年２月８日

株 主 各 位
愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地

取 締 役 社 長 片 山 義 規

第64期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第64期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年２月26日（月曜日）
午後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年２月27日（火曜日）午前10時
２．場 所 愛知県刈谷市若松町２丁目104番地

刈谷市総合文化センターアイリス　１階小ホール
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第64期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第64期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、
インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.aska.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　業　報　告

(平成28年12月１日から
平成29年11月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の不確実性や政治情勢

の不透明感の高まりなどにより景気の下振れリスクは残るものの、政府に

よる経済政策や日銀の金融緩和策を背景として、企業収益や雇用環境の改

善により総じて緩やかな回復基調で推移しました。

一方、世界経済は、中国をはじめとする新興国や欧米の経済活動の上昇

が見られるものの、米国政権の政治動向や主に朝鮮半島をめぐる地政学的

リスクの高まりによる日本経済の下押し懸念等、内外環境は依然として不

透明な状況であります。

このような状況のなかで、当社グループは提案型の営業を積極的に展開

するとともに、より効率的な製造体制を目指して、技術開発及び合理化活

動を強力に推進しました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高229億1,631万円（前期比

13.8％増）、営業利益６億7,050万円（前期比35.6％増）、経常利益７億

4,022万円（前期比96.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益５億2,933

万円（前期比401.7％増）となりました。

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。

〔自動車部品事業〕

国内は外部顧客向けの金型、海外ではインドネシア現地法人（ＡＡＩ）

の受注量が増加した結果、当事業の売上高は157億1,612万円（前期比19.6％

増）、営業利益は１億7,139万円（前期比282.8％増）となりました。

〔配電盤事業〕

主要得意先の売上が堅調に推移した結果、当事業の売上高は23億8,361万

円（前期比5.4％増）、営業利益は高浜工場に設置した新塗装設備に係る減

価償却費の増加により8,953万円（前期比39.4％減）となりました。
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〔ロボットシステム事業〕

自動車部品メーカーの海外工場向けの自動化システムが堅調に推移しま

したが、国内工場向けが減少した結果、当事業の売上高は37億9,627万円

（前期比0.2％減）、営業利益は３億5,743万円（前期比52.0％増）となり

ました。

〔モータースポーツ事業〕

各種イベントの企画やサーキットの整備をして集客強化を図りましたが、

12月から２月までの３ヶ月間、コースの全面舗装に伴い休業した結果、当

事業の売上高は12億669万円（前期比0.7％減）、営業利益は3,832万円（前

期比29.2％減）となりました。

〔賃貸及び太陽光事業〕

新工場建築に伴い貸倉庫を解体したため、当事業の売上高は4,423万円

（前期比10.2％減）、営業利益は固定費の減少により1,165万円（前期比

8.6％増）となりました。

セグメント別売上高

区 分

第63期
（平成28年度）

第64期(当連結会計年度)
（平成29年度）

前期比増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

自動車部品事業 13,144,821 65.2 15,716,120 68.5 2,571,299 19.6

配 電 盤 事 業 2,261,432 11.2 2,383,617 10.4 122,185 5.4

ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ事業 3,802,895 18.8 3,796,278 16.6 △6,617 △0.2

ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ事業 1,215,760 6.3 1,206,695 5.3 △9,065 △0.7

賃貸及び太陽光事業 49,237 0.2 44,234 0.2 △5,003 △10.2

全社及び消去 △339,002 △1.7 △230,634 △1.0 108,368 －

合 計 20,135,145 100.0 22,916,311 100.0 2,781,166 13.8

②　設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は54億2,313万円となりました。

その主なものは昨年８月に完成した高浜新工場建屋及び、同工場内に設置

した塗装設備並びにインドネシア現地法人に設置した3000ｔトランスファ

ープレスであります。

③　資金調達の状況

高浜工場の建設及び設備の新設、運転資金並びに長期借入金の借換えの

ため、長期借入金として41億6,000万円を新たに借り入れました。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第61期

（平成26年度）
第62期

（平成27年度）
第63期

（平成28年度）

第64期
(当連結会計年度)
（平成29年度）

売 上 高 (千円） 18,814,351 19,091,389 20,135,145 22,916,311

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円） 225,136 32,733 105,517 529,334

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円） 39.43 5.73 18.48 92.71

総 資 産 (千円） 21,612,296 22,702,191 24,625,521 29,433,213

純 資 産 (千円） 5,587,360 5,976,824 5,565,362 6,289,452

１株当たり純資産額 (円） 978.59 1,046.80 974.74 1,100.91

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第61期

（平成26年度）
第62期

（平成27年度）
第63期

（平成28年度）

第64期
(当事業年度)
（平成29年度）

売 上 高 (千円） 17,225,407 17,096,888 17,542,474 19,469,027

当 期 純 利 益 (千円） 308,871 592,050 442,881 496,892

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円） 54.10 103.69 77.57 87.03

総 資 産 (千円） 19,260,134 20,571,008 22,247,896 25,334,858

純 資 産 (千円） 5,622,356 6,361,396 6,461,693 6,973,261

１株当たり純資産額 (円） 984.72 1,114.16 1,131.72 1,221.32
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株式会社岡山国際
サ ー キ ッ ト

100,000千円 100.0％ モータースポーツ事業

A M I 株 式 会 社 8,000千円 100.0％ 自 動 車 部 品 事 業

P T . A U T O  A S K A
I N D O N E S I A

2,500万米ドル 99.7％
自動車部品事業及び
ロボットシステム事業

A S K A  U S A
C O R P O R A T I O N

300万米ドル 100.0％ ロボットシステム事業

阿 司 科 機 電
（上海）有限公司

210万米ドル 100.0％ ロボットシステム事業

(4) 対処すべき課題

当社グループが関わる自動車産業は、ハイブリッド車・電気自動車などの

エコカーの普及や自動運転支援技術の加速、また、自動車が所有するモノか

ら利用するモノに変わるといったライフスタイルの変化など、かつて経験し

たことのない急激な構造変化の波が押し寄せております。

当社グループといたしましては、「見直せ！徹底的に！！即実行　そして

備えよ　挑戦」を全社スローガンに掲げ、「永続できる製造体質づくり」「利

益重視の受注戦略」「思いやりのある会社づくり」に取り組み、今まで培っ

てきたことに対して、更に１歩２歩前進するべく「挑戦」をし、グループ会

社各社のそれぞれの強みを活かした戦略を実行してまいります。

また、新技術、新商品、新事業分野の開発にこれまで以上に力を注いでま

いります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜ります

ようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成29年11月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

自 動 車 部 品 事 業

自動車部品の製造、販売
主要製品…ピラー、サイドルーフレール、フロアクロス、

ルーフボウ、ラジエーターサポート、エンジ
ンマウント　等

配 電 盤 事 業
配電盤の製造、販売
主要製品…分電盤、制御盤、ＦＡボックス、盤用キャビ

ネット　等

ロ ボ ッ ト シ ス テ ム 事 業
各種自動化システム及び機械装置の開発、製造、販売
主要製品…産業用ロボット（ユニロボ）、自動化システ

ム、制御装置、情報通信機器　等

モ ー タ ー ス ポ ー ツ 事 業 岡山国際サーキットの経営

賃 貸 及 び 太 陽 光 事 業 倉庫・工場の賃貸業務、太陽光発電による電力の売却
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(6) 主要な営業所及び工場（平成29年11月30日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 及 び 本 社 工 場 愛知県刈谷市

幸 田 工 場 愛知県額田郡幸田町

高 浜 工 場 愛知県高浜市

豊 田 工 場 愛知県豊田市

②　子会社

会 社 名 所 在 地

株式会社岡山国際サーキット 岡山県美作市

A M I 株 式 会 社 愛知県小牧市

PT . A U T O  A S K A  I N D O N E S I A インドネシア共和国西ジャワ州カラワン県

A S K A  U S A  C O R P O R A T I O N アメリカ合衆国ケンタッキー州

阿司科機電（上海）有限公司 中華人民共和国上海市長寧区

(7) 従業員の状況（平成29年11月30日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

自 動 車 部 品 事 業 325( 84）名 31名増（8名増）

配 電 盤 事 業 81( 15) 1名減（1名減）

ロ ボ ッ ト シ ス テ ム 事 業 118( 11) 2名増（  － ）

モ ー タ ー ス ポ ー ツ 事 業 34( 25) 2名減（1名増）

全 社 （ 共 通 ） 14(  6) 2名増（  － ）

合 計 572(141) 32名増（8名増）

（注）従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は(　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

349（101）名 5名増（5名増） 40.1歳 17.1年

（注）従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は(　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。
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(8) 主要な借入先の状況（平成29年11月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,980,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,290,000

株 式 会 社 愛 知 銀 行 1,148,381

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 992,200

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 946,200

２．会社の株式に関する事項（平成29年11月30日現在）

(1) 発行可能株式総数　　20,000,000株

(2) 発行済株式の総数　　 5,709,606株（自己株式5,814株を除く）

(3) 株主数　　　　　　　　　　 476名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

株 式 会 社 C I S 1,052,600 18.4

ニ チ ア ス 株 式 会 社 928,440 16.2

片 山 敬 勝 283,740 4.9

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 281,600 4.9

ア ス カ 社 員 持 株 会 197,960 3.4

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 150,000 2.6

株 式 会 社 愛 知 銀 行 144,000 2.5

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 143,200 2.5

ア ス カ 取 引 先 持 株 会 137,000 2.3

片 山 義 規 116,000 2.0

（注）持株比率は、自己株式（5,814株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（平成29年11月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長
（ 代 表 取 締 役 ）

片 山 敬 勝

取 締 役 社 長
（ 代 表 取 締 役 ）

片 山 義 規

専 務 取 締 役 竹 之 内 　 敏 　 昭 自動車部品事業部長

常 務 取 締 役 片 山 義 浩 総務・経理・経営管理・開発本部担当

常 務 取 締 役 太 田 雅 文 ロボットシステム事業部長

常 務 取 締 役 神 谷 政 志 パネル・盤事業部長

取 締 役 杉 本 篤 哉 上席執行役特務担当

取 締 役 奥 山 和 久 自動車部品事業部製造部長

取 締 役 清 水 達 司 PT.AUTO ASKA INDONESIA代表取締役

取 締 役 杉 浦 隆 浩 ㈱岡山国際サーキット専務取締役支配人

取締役（監査等委員・常勤） 内 田 陽 造

取締役（監査等委員） 丹 治 正 幸

取締役（監査等委員） 関 　 裕 昭 ニチアス㈱執行役員管理本部経理部長

（注）１．取締役（監査等委員）丹治正幸氏及び関裕昭氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）丹治正幸氏は、㈱名古屋証券取引所で定める「独立役員」とし

て指定し、同取引所に届出を行っております。
３．情報の収集その他監査の実効性を高め、監査、監督機能を強化するために内田陽造氏

を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、法令が定める最低責任限度額としておりま

す。

－ 8 －

会社役員の状況



(3) 取締役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 （ 名 ） 支 給 額 （ 千 円 ）

取締役（監査等委員を除く） 10 236,825

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う ち 社 外 取 締 役）

3
(2)

9,924
(1,080)

合 計 13 246,749

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年２月24日開催の第62期定時株

主総会において年額500百万円以内と決議しております。
３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年２月24日開催の第62期定時株主総会

において年額60百万円以内と決議しております。
４．支給額には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額が含まれております。
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(4) 社外役員に関する事項

活 動 状 況

取締役 丹 治 正 幸
取締役会18回のうち18回、監査等委員会９回のうち９回に出
席し、適宜質問、助言をいたしました。

取締役 関 　 裕 昭
取締役会18回のうち16回、監査等委員会９回のうち８回に出
席し、適宜質問、助言をいたしました。

（注）取締役（監査等委員）関裕昭氏は、ニチアス㈱執行役員であります。ニチアス㈱は、当社
と資本及び営業上の取引関係があります。

４．会計監査人に関する事項

(1) 名称

監査法人コスモス

(2) 報酬等の額

支 払 額 （ 千 円 ）

当事業年度に係る報酬等の額 18,000

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

18,000

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や職務執行状況な

どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１

項の同意を行っております。
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(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、解任の旨及びその理由を報

告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとお

りであります。

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に

従い適切に保存及び管理を行う。

(2) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

①　コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、環境、災害等発生する可

能性があるリスクについては、それぞれの対応部署にて、マニュアルの

作成、周知徹底を行いリスクの現実化を未然に防止するように努める。

②　新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者とな

る取締役を定める。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会を毎月開催し、重要事項の決定並びに業務の執行状況を監督する。

また、毎月上旬に経営審議会を開催し、問題点の早期発見、対策の迅速化な

ど経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。

(4) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　めざすべき企業風土を社風ターゲットとして明確に示し、社員の行動の

基準とする。

②　社長の直属に監査室を設置する。監査室が定期的に実施する内部監査を

通じて、業務が当社の目的、方針、その他諸規程に準拠して、合理的、

効率的に行われているかを確認する。

(5) 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

①　社内規程に従い、子会社に関する経営、財務、総務、その他について全

般的な指導管理を行う。

②　監査室は、必要に応じて監査を行う。
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(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお

ける当該使用人に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査室の使用人が兼務する。

(7) (6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会を補助する使用人の任命、異動等の決定は、監査等委員会の

事前の同意を得る。

(8) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制

①　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発

見した時は、直ちに監査等委員会に報告する。

②　監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の状況を

把握するため、重要な会議に出席することができる。

(9) その他監査等委員会の監査が効率的に行われることを確保するための体制

①　監査等委員会は、取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題

等について意見交換を行う。

②　監査等委員会は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応

じて内部監査部門に調査を求める。

③　監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交

換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当

初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に調査を実施

しております。また、調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置

を行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。

当事業年度においては内部統制監査及び業務監査を実施いたしました。

－ 13 －

業務の適正を確保するための体制



連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年11月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

9,550,066

1,356,933

3,898,852

117,404

2,770,923

297,300

88,697

1,019,955

19,883,147

17,354,402

6,927,148

3,024,764

4,881,753

2,020,204

500,531

26,469

2,502,275

1,809,224

38,530

12,330

19,227

622,962

流 動 負 債 15,373,175

支払手形及び買掛金 2,369,119

電 子 記 録 債 務 2,250,953

短 期 借 入 金 4,341,188

１年内返済予定の長期借入金 1,985,178

リ ー ス 債 務 966,083

未 払 法 人 税 等 118,517

賞 与 引 当 金 22,444

前 受 金 1,090,096

設 備 支 払 手 形 1,501,125

そ の 他 728,466

固 定 負 債 7,770,585

長 期 借 入 金 5,914,104

リ ー ス 債 務 636,762

繰 延 税 金 負 債 44,315

役員退職慰労引当金 341,915

損害補償損失引当金 35,000

退職給付に係る負債 737,150

そ の 他 61,336

負 債 合 計 23,143,760

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,289,341

資 本 金 903,842

資 本 剰 余 金 900,780

利 益 剰 余 金 3,488,288

自 己 株 式 △3,569

その他の包括利益累計額 996,395

その他有価証券評価差額金 782,683

為替換算調整勘定 194,688

退職給付に係る調整累計額 19,023

非 支 配 株 主 持 分 3,716

純 資 産 合 計 6,289,452

資 産 合 計 29,433,213 負 債 ・ 純 資 産 合 計 29,433,213
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年12月１日から
平成29年11月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 22,916,311

売 上 原 価 20,655,198

売 上 総 利 益 2,261,112

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,590,611

営 業 利 益 670,501

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 49,266

そ の 他 211,850 261,116

営 業 外 費 用

支 払 利 息 67,254

そ の 他 124,136 191,390

経 常 利 益 740,227

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 93,917 93,917

特 別 損 失

会 員 権 評 価 損 600 600

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 833,544

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 303,849

法 人 税 等 調 整 額 529 304,378

当 期 純 利 益 529,165

非支配株主に帰属する当期純損失 △168

親会社株主に帰属する当期純利益 529,334
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年12月１日から
平成29年11月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 903,842 900,780 3,027,468 △3,569 4,828,522

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,515 △68,515

親会社株主に帰属する当期純利益 529,334 529,334

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 460,819 － 460,819

当 期 末 残 高 903,842 900,780 3,488,288 △3,569 5,289,341

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価
証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係る調整累
計 額

その他の包
括利益累計
額 合 計

当 期 首 残 高 701,501 46,777 △15,087 733,191 3,647 5,565,362

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,515

親会社株主に帰属する当期純利益 529,334

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 （ 純 額 ）

81,182 147,911 34,110 263,203 68 263,271

当 期 変 動 額 合 計 81,182 147,911 34,110 263,203 68 724,090

当 期 末 残 高 782,683 194,688 19,023 996,395 3,716 6,289,452
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　　５社

連結子会社の名称　　　　　　　株式会社岡山国際サーキット

AMI株式会社

PT.AUTO ASKA INDONESIA

ASKA USA CORPORATION

阿司科機電（上海）有限公司

(2) 非連結子会社の状況

非連結子会社の数　　　　　　　３社

非連結子会社の名称　　　　　　アスカ有限会社

株式会社ジャスティス

株式会社チームルマン

連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社３社及び関連会社（Ｎ＆Ａテック株式会社）は当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち株式会社岡山国際サーキット（８月31日）、PT.AUTO ASKA INDONESIA（８

月31日）、ASKA USA CORPORATION（８月31日）及び阿司科機電（上海）有限公司（12月31日）

を除き、連結決算日と一致しております。なお、阿司科機電（上海）有限公司については、

９月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎とし、また、株式会社岡山国

際サーキット、PT.AUTO ASKA INDONESIA、ASKA USA CORPORATIONについては、同社の決算日

の計算書類を使用して連結決算を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券　　　　　　　：時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

：時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

商品、製品、仕掛品　　　　　：主に総平均法による原価法

原材料　　　　　　　　　　　：主に月次移動平均法による原価法

貯蔵品　　　　　　　　　　　：最終仕入原価法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

しております。

(2) 重要な固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

：当社及び国内連結子会社

　　定率法

　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備は除く）、平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物、並びに工

具、器具及び備品のうち工具については、定額

法を採用しております。

: 在外連結子会社

　　定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　６年～47年

機械装置及び運搬具　　　２年～17年

②　無形固定資産　　　　　　　  ：定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　ソフトウエア　　　　　　　　　５年

③　リース資産　　　　　　　　  ：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

－ 18 －

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）



(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　：金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　：従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度に負担すべき相当額を計上しており

ます。

③　役員退職慰労引当金　　　：役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

④　損害補償損失引当金　　　：将来の損害補償の履行に伴い発生するおそれのある損失

に備えるため、損失の見込額を計上しております。なお、

当該引当金は労働災害に伴い発生する補償に備え引当て

ております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　：振当処理の要件を満たす通貨スワップについては振当処

理を採用しております。また特例処理の要件を満たす金

利スワップについては特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　：（ヘッジ手段）通貨スワップ、金利スワップ

（ヘッジ対象）外貨建借入金及び将来支払う金利

③　ヘッジ方針　　　　　　　：為替レートの変動を回避するため、また金利変動を回避

するためデリバティブ取引を利用しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　：ヘッジ手段とヘッジ対象は同一通貨、同一金額、同一期

日であり有効性はあります。

⑤　その他リスク管理方法　　：取引の都度、取締役会等で決議され承認を受けておりま

す。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産は、従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除し

た額を計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその

他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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②　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成

28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物及び構築物 1,110,253千円

土地 773,380千円

計 1,883,634千円

担保付債務

短期借入金 783,800千円

１年内返済予定の長期借入金 680,380千円

長期借入金 1,345,820千円

計 2,810,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 17,045,559千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末の株式数（株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 5,715,420 － － 5,715,420

自 己 株 式

普 通 株 式 5,814 － － 5,814

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年２月23日
定時株主総会

普通株式 34,257千円 6円 平成28年11月30日 平成29年２月24日

平成29年６月27日
取締役会

普通株式 34,257千円 6円 平成29年５月31日 平成29年7月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

次のとおり決議を予定しております。

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成30年２月27日
定時株主総会

普通株式 68,515千円 利益剰余金 12円 平成29年11月30日 平成30年２月28日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に関する取組方針

　当社グループは、事業遂行上必要な運転資金及び設備資金について、主に銀行等の金

融機関からの借入により調達しており、一時的な余資については主に流動性の高い金融

資産で運用しております。なお、デリバティブは、安全性が高く、かつ金利環境に応じ

た資金運用目的に限定してクレジットデリバティブ等を組み込んだ複合金融商品と為替

相場及び金利の変動リスクを軽減するため通貨スワップ及び金利スワップ取引を利用し

ております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資

有価証券は、主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒され

ております。営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務及び未払金は、そのほ

とんどが４ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達

であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資等に係る資金調達であります。営業

債務及び借入金は、流動性リスクに晒されており、また、変動金利の借入金は、金利変

動リスクに晒されております。

　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価

の方法等については、前述の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す

る注記「４．会計方針に関する事項(4)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については社内規程に沿ってリスク低減を図っております。また、各部署

が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管

理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握

し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新す

るとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要素を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。
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２．金融資産の時価等に関する事項

平成29年11月30日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額は、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1)　現金及び預金 1,356,933 1,356,933 －

(2)　受取手形及び売掛金 3,898,852 3,898,852 －

(3)　投資有価証券 1,568,002 1,568,002 －

資産計 6,823,787 6,823,787 －

(1)　支払手形及び買掛金 2,369,119 2,369,119 －

(2)　電子記録債務 2,250,953 2,250,953 －

(3)　短期借入金 4,341,188 4,341,188 －

(4)　設備支払手形 1,501,125 1,501,125 －

(5)　長期借入金（１年内返済予定の長
期借入金を含む)

7,899,283 7,901,277 1,993

(6)　リース債務（１年内返済予定のリ
ース債務を含む）

1,602,845 1,602,845 －

負債計 19,964,516 19,966,510 1,993

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価
格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、(4) 設備支払手形

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)、(6) リース債務（１年内返済
予定のリース債務を含む）
これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映する
ことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によ
っております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入又は
リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
おります。
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デリバティブ取引
通貨スワップの振当処理及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と
されている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借
入金の時価に含めて記載しております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額241,222千円）は、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、「資産(3)投資有価証券」には含めており
ません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,100.91円

２．１株当たり当期純利益 92.71円

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成29年11月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

従 業 員 長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他

7,481,054

451,346

258,692

3,274,950

95,685

1,574,921

238,558

4,133

61,869

744,616

740,120

36,160

17,853,803

11,573,281

4,527,088

156,984

1,608,502

11,079

260,783

4,037,673

971,169

22,229

17,687

4,542

6,258,292

1,535,152

3,009,628

338,459

169,785

38,510

923,458

3,177

16,561

223,559

流 動 負 債 12,325,832
支 払 手 形 95,877
電 子 記 録 債 務 2,250,953
買 掛 金 2,066,518
短 期 借 入 金 3,800,000
１年内返済予定の長期借入金 1,715,711
未 払 金 253,120
未 払 費 用 181,510
未 払 法 人 税 等 94,996
未 払 消 費 税 等 15,329
前 受 金 313,105
預 り 金 18,441
賞 与 引 当 金 19,142
設 備 支 払 手 形 1,501,125

固 定 負 債 6,035,765
長 期 借 入 金 4,910,746
繰 延 税 金 負 債 44,315
退 職 給 付 引 当 金 703,787
役員退職慰労引当金 341,915
損害補償損失引当金 35,000

負 債 合 計 18,361,597
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,182,129
資 本 金 903,842
資 本 剰 余 金 901,555
資 本 準 備 金 901,555

利 益 剰 余 金 4,380,301
利 益 準 備 金 225,960
その他利益剰余金 4,154,340
別 途 積 立 金 1,159,700
繰越利益剰余金 2,994,640

自 己 株 式 △3,569
評価・換算差額等 791,131

その他有価証券評価差額金 791,131

純 資 産 合 計 6,973,261

資 産 合 計 25,334,858 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,334,858
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損　益　計　算　書

(平成28年12月１日から
平成29年11月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 19,469,027

売 上 原 価 17,803,211

売 上 総 利 益 1,665,815

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,129,358

営 業 利 益 536,456

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 107,248

そ の 他 88,130 195,378

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21,031

そ の 他 94,730 115,761

経 常 利 益 616,073

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 93,917 93,917

特 別 損 失

会 員 権 評 価 損 600 600

税 引 前 当 期 純 利 益 709,390

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 220,567

法 人 税 等 調 整 額 △8,068 212,498

当 期 純 利 益 496,892
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株主資本等変動計算書

(平成28年12月１日から
平成29年11月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 903,842 901,555 225,960 1,159,700 2,566,263 3,951,924 △3,569 5,753,752

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △68,515 △68,615 △68,515

当 期 純 利 益 496,892 496,892 496,892

株主資本以外の
項目の当期変動
額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 428,376 428,376 － 428,376

当 期 末 残 高 903,842 901,555 225,960 1,159,700 2,994,640 4,380,301 △3,569 6,182,129

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 707,940 6,461,693

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △68,515

当期純利益 496,892

株主資本以外の
項目の当期変動
額 （ 純 額 ）

83,191 83,191

当 期 変 動 額 合 計 83,191 511,567

当 期 末 残 高 791,131 6,973,261
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（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

その他有価証券　　　　　　：時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

：時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

製品及び仕掛品　　　　　　：総平均法による原価法

原材料　　　　　　　　　　：月次移動平均法による原価法

貯蔵品　　　　　　　　　　：最終仕入原価法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　（リース資産を除く）

：定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備は除く）、平成28年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物、並びに工具、器具及び備品のう

ち工具については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　          ６年～47年

　機械及び装置　　　　    ２年～17年

(2) 無形固定資産　　　　　　　：定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　ソフトウエア　　　　          ５年
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３．引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金　　　　　　　　：金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(2) 賞与引当金　　　　　　　　：従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当事業年度に負担すべき相当額を計上しております。

(3) 退職給付引当金　　　　　　：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

  数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。退職給付に係る未認識数理計

算上の差異の会計は、連結計算書類におけるこれらの会

計処理の方法と異なっております。

(4) 役員退職慰労引当金　　　　：役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(5) 損害補償損失引当金　　　　：将来の損害補償の履行に伴い発生するおそれのある損失

に備えるため、損失の見込額を計上しております。なお、

当該引当金は労働災害に伴い発生する補償に備え引当て

ております。

４．重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法　　　　　：振当処理の要件を満たす通貨スワップについては振当処

理を採用しております。また特例処理の要件を満たす金

利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　　：（ヘッジ手段）通貨スワップ、金利スワップ

（ヘッジ対象）外貨建借入金及び将来支払う金利

(3) ヘッジ方針　　　　　　　　：為替レートの変動を回避するため、また金利変動を回避

するため、デリバティブ取引を利用しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法　　：ヘッジ手段とヘッジ対象は同一通貨、同一金額、同一期

日であり有効性はあります。
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(5) その他リスク管理方法　　　：取引の都度、取締役会等で決議され承認を受けておりま

す。

５．消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成

28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
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（貸借対照表に関する注記）

１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物 1,110,253千円

土地 773,380千円

計 1,883,634千円

担保付債務

短期借入金 783,800千円

１年内返済予定の長期借入金 680,380千円

長期借入金 1,345,820千円

計 2,810,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 15,186,833千円

３．保証債務　　　　関係会社のリース債務に対する保証

　　　　　　　　　　PT.AUTO ASKA INDONESIA　　　　　　　　　1,489,682千円

４．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 808,695千円

短期金銭債務 49,345千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

営業取引高

売上高 512,456千円

その他（仕入高等） 468,850千円

営業取引以外の取引高 72,169千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普 通 株 式 5,814 － － 5,814

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 211,628千円

役員退職慰労引当金 102,814

会員権評価損 58,846

投資有価証券評価損 50,023

未払消費税 27,343

未払社会保険料 11,603

損害補償損失引当金 10,524

未払事業税 9,929

税務売上認識額 7,193

出資金評価損 7,102

賞与引当金 5,798

一括償却資産 255

繰延税金資産小計 503,065

評価性引当額 △211,684

繰延税金資産合計 291,380

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △268,847

前払年金費用 △4,979

繰延税金負債合計 △273,827

繰延税金資産の純額 17,553
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連当事者等

種 類
会 社 等
の 名 称

所 在 地
資 本 金
又 は
出 資 金

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
PT . A U T O
A S K A
INDONESIA

インドネシア
共 和 国
西 ジ ャ ワ 州
カ ラ ワ ン 県

2,500万米ドル

自動車部品
及びロボッ
トの製造、
販売

直接99.7％
資金の援助
役員の兼任

利息の受取

債務保証

18,000

1,489,682

関係会社
短期貸付金

関係会社
長期貸付金

734,112

765,888

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．PT.AUTO ASKA INDONESIAのリース債務（1,489,682千円）に対して債務保証を行ってお
ります。なお、債務保証に対する保証料の受取りは行っておりません。
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（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,221.32円

２．１株当たり当期純利益 87.03円

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年１月19日

ア　ス　カ　株式会社
取 締 役 会　御中

監 査 法 人 コ　ス　モ　ス
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 太　田　修　二　

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 富　田　昌　樹　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アスカ株式会社の平成28年12月１
日から平成29年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、アスカ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年１月19日

ア　ス　カ　株式会社
取 締 役 会　御中

監 査 法 人 コ　ス　モ　ス
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 太　田　修　二　

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 富　田　昌　樹　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アスカ株式会社の平成28年
12月１日から平成29年11月30日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細
書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監査報告書

当監査等委員会は、平成28年12月１日から平成29年11月30日までの第64期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり
報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携
の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたし
ました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人　監査法人コスモスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人　監査法人コスモスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年１月23日

アスカ株式会社　監査等委員会
常勤監査等委員 内　田　陽　造　
監査等委員 丹　治　正　幸　
監査等委員 関 　 裕 昭 

 (注) 監査等委員丹治正幸及び関裕昭は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　第64期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

　　なお、この場合の配当総額は68,515,272円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　平成30年２月28日といたしたいと存じます。

－ 39 －
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全

員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

かた

片
やま

山
けい

敬
しょう

勝

(昭和19年１月28日生)

昭和42年４月　当社入社

昭和48年１月　当社取締役電設機器部長

昭和59年１月　当社専務取締役

平成２年１月　当社代表取締役社長

平成23年２月　当社代表取締役会長（現任）

283,740株

２

かた

片
やま

山
よし

義
のり

規

(昭和42年12月９日生)

平成３年４月　当社入社

平成12年２月　当社取締役

平成12年９月　当社取締役事業企画部長

平成16年12月　当社取締役自動車部品事業部営

業部長

平成18年２月　当社常務取締役

平成20年１月　当社常務取締役ロボットシステ

ム事業部長

平成21年２月　当社常務取締役パネル・盤事業

部長兼ロボットシステム事業担

当

平成22年２月　当社常務取締役パネル・盤事業

部長

平成23年２月　当社専務取締役自動車部品事業

部長

平成27年２月　当社代表取締役社長（現任）

116,000株

－ 40 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件



候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

たけ

竹
の

之
うち

内
 

　
とし

敏
 

　
あき

昭

(昭和38年７月11日生)

昭和61年４月　当社入社

平成14年２月　当社取締役経理部長

平成15年２月　当社取締役総務部長

平成18年２月　当社常務取締役総務・経理・経

営管理担当

平成23年２月　当社専務取締役総務・経理・経

営管理担当

平成27年２月　当社専務取締役自動車部品事業

　部長（現任）

27,100株

４

かた

片
やま

山
よし

義
ひろ

浩

(昭和54年８月29日生)

平成15年４月　当社入社

平成20年４月　当社自動車部品事業部営業部長

平成23年２月　当社取締役自動車部品事業部営

業部長

平成24年３月　当社取締役自動車部品事業部幸

田工場長

平成25年９月　当社取締役自動車部品事業部営

業部長

平成27年２月　当社常務取締役総務・経理・経

営管理担当

平成28年２月　当社常務取締役総務・経理・経

営管理・開発本部担当（現任）

5,200株

５

おお

太
た

田
まさ

雅
ぶみ

文

(昭和34年11月10日生)

昭和58年４月　当社入社

平成16年５月　当社ロボットシステム事業部営

業部長

平成21年２月　当社ロボットシステム事業部長

平成22年２月　当社取締役ロボットシステム事

業部長

平成28年２月　当社常務取締役ロボットシステ

ム事業部長（現任）

5,600株

－ 41 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件



候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

６

かみ

神
や

谷
まさ

政
し

志

(昭和36年７月28日生)

昭和59年４月　当社入社

平成16年５月　当社ロボットシステム事業部製

造部長

平成23年２月　当社取締役パネル・盤事業部長

平成28年２月　当社常務取締役パネル・盤事業

部長（現任）

5,000株

７

すぎ

杉
もと

本
あつ

篤
や

哉

(昭和22年８月４日生)

昭和45年４月　当社入社

平成12年２月　当社取締役ロボットシステム事

業部営業部長

平成14年２月　当社取締役ロボットシステム事

業部長

平成16年２月　当社常務取締役ロボットシステ

ム事業部長

平成16年12月　当社常務取締役自動車部品事業

部長兼ロボットシステム事業部

長

平成18年２月　当社専務取締役自動車部品事業

兼ロボットシステム事業担当

平成20年１月　当社専務取締役自動車部品事業

部長

平成23年２月　当社代表取締役社長

平成27年２月　当社取締役上席執行役特務担当

　（現任）

35,200株

－ 42 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件



候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

８

し

清
みず

水
たつ

達
し

司

(昭和35年３月10日生)

昭和57年４月　当社入社

平成20年２月　当社取締役自動車部品事業部本

社製造部長

平成25年９月　当社取締役自動車部品事業部本

社製造部長兼技術部長

平成28年９月　当社取締役兼PT.AUTO ASKA 

INDONESIA代表取締役（現任）

5,900株

９

すぎ

杉
うら

浦
たか

隆
ひろ

浩

(昭和37年９月11日生)

昭和60年４月　当社入社

平成16年２月　当社パネル・盤事業部商品部長

平成18年２月　当社パネル・盤事業部営業部長

平成24年５月　㈱岡山国際サーキット常務取締

役支配人

平成26年11月　㈱岡山国際サーキット専務取締

役支配人（現任）

平成29年２月　当社取締役（現任）

800株

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 43 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件



第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了

となります。

　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであり

ます。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

うち

内
だ

田
よう

陽
ぞう

造

(昭和18年９月29日生)

昭和42年４月　当社入社

昭和63年１月　当社取締役総務部長

平成９年２月　当社常務取締役総務・経理担当

平成14年２月　当社常務取締役総務部長

平成15年２月　当社常勤監査役

平成28年２月　当社取締役〔常勤監査等委員〕

（現任）

35,420株

２

たん

丹
じ

治
まさ

正
ゆき

幸

(昭和19年１月18日生)

昭和41年４月　三菱重工業㈱入社

平成12年６月　三菱自動車工業㈱執行役員名古

屋製作所所長

平成18年２月　当社監査役

平成28年２月　当社社外取締役〔監査等委員〕

（現任）

－株

－ 44 －

監査等委員である取締役３名選任の件



候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

せき

関
ひろ

裕
あき

昭

(昭和32年８月27日生)

昭和55年４月　ニチアス㈱入社

平成22年９月　ニチアス㈱管理本部経理部長

平成27年２月　当社監査役

平成27年６月　ニチアス㈱執行役員管理本部経

理部長（現任）

平成28年２月　当社社外取締役〔監査等委員〕

（現任）

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．丹治正幸氏及び関裕昭氏は社外取締役候補者であります。

（１）丹治正幸氏を社外取締役候補者とした理由は、幅広い高度な職見と長年豊富な経

験により、経営全般に関する有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役とし

て選任をお願いするものであります。また、同氏につましては、㈱名古屋証券取引

所に対し、独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、当社は同

氏を引き続き独立役員とする予定であります。

（２）関裕昭氏を社外取締役候補者とした理由は、管理部門での豊富な経験や職見を生

かし、経営全般に関する有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役として選

任をお願いするものであります。

３．当社は、内田陽造氏、丹治正幸氏及び関裕昭氏との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており

ます。なお、３氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

４．丹治正幸氏及び関裕昭氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、

両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。なお、両氏は、過去に当

社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

－ 45 －

監査等委員である取締役３名選任の件



第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　監査等委員でない取締役奥山和久氏は、本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従

い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存

じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴
おく

奥
やま

山
かず

和
ひさ

久 平成20年２月　当社取締役（現任）

以　上

－ 46 －

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件



メ　　モ

メモ



株主総会会場ご案内図

会　場：愛知県刈谷市若松町２丁目104番地
刈谷市総合文化センターアイリス　１階小ホール

＜交通のご案内＞ＪＲ東海道本線・名鉄三河線「刈谷駅」下車（南口よ
り連絡デッキ直結徒歩３分）

地図


